
4月からこども誰でも通園制度が始まります
　保護者の就労状況や理由にかかわらず、0歳
6ヵ月から満3歳未満の子どもを保育所などに預
けることができる新しい制度「こども誰でも通園
制度（乳児等通園支援事業）」が4月から始まり
ます。
　保育の専門職のいる環境で、家庭とは異なる
体験や同世代との関わりにより、刺激を受ける
ことができます。

以下の①～③を全て満たす子ども
①笠松町に住民票があること
②0歳6ヵ月～満3歳未満であること
③保育所等に通っていないこと
月10時間まで（子ども1人当たり）
1時間当たり300円程度

※制度の利用には、事前に町への利用認定申
込が必要です。
　定員などの状況によっては利用できない場合
があります。
　詳しくは、町ホームページをご覧ください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

福祉医療費受給者証が
4月1日から変わります
　4月1日より、受給資格者番
号が変更になります。
　新しい福祉医療費受給者
証は、3月中旬に郵送します。
　現在お使いの福祉医療費
受給者証は、4月から利用でき
ませんので、ご注意ください。
c住民課　☎388‐1115

物価高対応子育て応援手当の申請はお済み
ですか？
　物価高対応子育て応援手当の申請受付期
限は令和8年3月31日（令和8年3月1日から31
日に出生した児童については令和8年4月30
日）までです。下記の条件に該当する方で、まだ
申請をされていない方は期限までに申請してく
ださい。

・令和7年10月1日から令和8年3月31日まで
に出生した児童の養育者
・公務員の方

対象児童1人につき2万円
　詳しくは、町ホームページでご確認ください。
c福祉子ども課　☎388‐1116

住所・氏名・名称の変更登録が
義務化されます！
　「所有者不明土地」の解消に向けて、令和8年4月1日から
不動産の所有者の住所や氏名・名称の変更登記が義務化
されます（令和8年4月1日より前の変更も義務化の対象で
す。）。個人も法人も、変更の日から2年以内に登記をする必
要があり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下
の過料が科される可能性があります。
　なお、かんたん・無料の「スマート変更登記」の手続を行え
ば、その後は法務局が職権で住所や氏名・名称の変更登記
を行います。

c岐阜地方法務局　☎245‐3181

小・中学生向け
令和7年度分英語検定料助成
　小・中学生の英語能力向上のため、実用英
語技能検定の検定料を助成しています。

町内在住の小・中学生の保護者
令和7年度に実施された実用英語技

能検定1級から4級※合格、不合格は問いま
せん。

検定料の半額（100円未満切捨て）

①オンライン申請

②申請書（役場企画DX課で配布または町ホ
ームページからダウンロード可能）に個人
成績表の写しを添えて提出。

3月31日（火）
e企画DX課　☎388‐1113

不妊症診断検査費用（保険適用
分も含む）の一部助成について
　不妊症診断検査費用の一部を
助成しています。
　対象者・助成額・申請方法など、
詳しくはQRコードからご確認くだ
さい。

※申請は、原則検査が終了した日
の属する年度内までですが、期
限を過ぎる場合は事前にご連絡
ください。

c健康介護課　☎388‐7171

岐阜基地航空機救難消防訓練
　万が一の航空機事故など発生時の被害を最小
限に止めるため、法律などで定められた訓練を行
います。訓練に伴い黒煙が発生しますが、環境に
配慮しておりますので、ご理解をよろしくお願いし
ます。

3月5日（木）（予備日3月6日（金））
午前5時20分～8時
岐阜基地内

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　☎382‐1101

マイナンバーカードの2つの有効期限が
みなさんのカードの安全を守ります
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